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令和４年度 活動報告に関する件 

 

はじめに 

 

 令和４年度日本経済は、新型コロナ・オミクロン株の大流行にはじまり、ロ

シアによるウクライナ侵略など、国際情勢に起因するエネルギー危機や円安に

よる物価高が複雑に絡み合い、先行きの見通せない状況が続いた１年となりま

した。 

このコロナ禍において、多くの方が住まいの見直しを始め、新築・中古物件

の種別問わず、非常に需要が高まり、不動産価格の高騰をもたらしました。地

価公示も全国平均が全用途平均で２年連続の上昇となり、地方においても上昇

範囲が広がるなど、コロナ前への回復傾向が顕著となっています。 

 

このような状況の中、当連盟としても７月の参議院議員通常選挙に対する応

援や３年ぶりの政経セミナー開催など、コロナ前の活動に戻って参りました。 

その中で政府に対する要望活動においては、全日本不動産政策推進議員連盟

及び顧問議員を通じて、当連盟の活動により創設された低未利用地の譲渡所得

１００万円控除の期間延長と譲渡価額の上限８００万円への引き上げ、空き家

の発生を抑制するため譲渡所得３，０００万円控除の期間延長と適用対象の拡

充などを要望し、それらが盛り込まれた令和５年度の税制改正大綱が取りまと

められました。 

これらの措置は、空き家や所有者不明土地対策に資するとともに、不動産の

有効活用を促し、流通の活性化につながるものと期待しています。 

 

 また、組織の充実強化、財政基盤の安定を図るため、地方本部を通じて会員

拡充に努め、入会目標を達成することが出来ました。 

 

これらの活動・成果につきましては、見て分かりやすい情報発信を目指し、

ホームページのリニューアルを行い、スマートフォン対応を可能とするなど、

より多くの方に対する周知に努めました。 

 

 以下、令和４年度の主な活動について報告いたします。 
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報告事項（１）令和４年度 活動報告に関する件



【 令和４年度 活動報告 】 

 

自 令和 4 年 ４月 １日 

至 令和 5 年 3 月３1 日 

 

 １．会 議 等 開 催 状 況 に つ い て  

 

□第４５回 年次大会 
 

  日    時  令和４年６月３０日（木）１５：００～１６：００ 

  場    所  ホテルニュ－オ－タニ 「鶴の間」 

  会議成立報告  代 議 員 総 数         ２９３名 

          出 席 者 数         ２２４名 

          委 任 状          ４５名 

          有効出席者数     ２６９名 

  議    案 

  報告事項（１） 令和３年度 活動報告に関する件    【報告】 

      （２） 令和３年度 決算報告に関する件    【報告】 

      （３） 令和３年度 監査報告に関する件    【報告】 

      （４） 令和４年度 活動方針に関する件    【報告】 

      （５） 令和４年度 収支予算に関する件    【報告】 

  決議事項 第１号議案 会則一部変更に関する件     【承認】 
 

（第４５回年次大会に関する件は、広報紙「日政連ニュ－ス第１２５号」に

掲載しております。） 

 

□常任幹事会 
 

６月 ９日 第１回 常任幹事会 

・令和３年度 活動報告に関する件 

・令和３年度 決算報告に関する件 

・令和３年度 監査報告に関する件 

・会則一部変更に関する件 

・令和５年度 政策及び税制改正要望に関する件 
・和歌山県本部の運営に関する件 
・顧問議員選任に関する件 

 

１２月 １日 第２回 常任幹事会 

・令和４年度 上半期活動報告に関する件 

・令和４年度 上半期決算報告に関する件 

・令和４年度 上半期監査報告に関する件 

-3-



 

 
3 月１６日 第３回 常任幹事会 

・令和５年度 活動方針案に関する件 

・令和５年度 収支予算案に関する件 

・令和５年度 地方本部活動方針案・収支予算案に関する件 

・令和５年度 年次大会に関する件 

・第２２期 幹事及び監査役割当に関する件 

 
 

□幹事会 

 

５月２７日 第１回 幹事会（書面表決） 

・第２６回 参議院議員通常選挙への対応に関する件 
 

６月１０日 第２回 幹事会 

・令和３年度 活動報告に関する件 

・令和３年度 決算報告に関する件 

・令和３年度 監査報告に関する件 

・会則一部変更に関する件 

・令和５年度 政策及び税制改正要望に関する件 

・和歌山県本部の運営に関する件 

・顧問議員選任に関する件 
 

６月２９日 第３回 幹事会 

・地方本部規程細則一部改正に関する件 

・役員候補者の選出規程一部改正に関する件 

・令和 4 年度 政経セミナー開催に関する件 
 

１０月１９日 第４回 幹事会 

・令和５年度 運営方針に関する件 

・顧問議員選任に関する件 
 

１２月 ２日 第５回 幹事会 

・令和４年度 上半期活動報告に関する件 

・令和４年度 上半期決算報告に関する件 

・令和４年度 上半期監査報告に関する件 

 

２月１７日 第６回 幹事会（書面表決） 

・第２０回 統一地方選挙への対応に関する件 
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３月１７日 第７回 幹事会 

・令和５年度 活動方針案に関する件 

・令和５年度 収支予算案に関する件 

・令和５年度 地方本部活動方針案・収支予算案に関する件 

・令和５年度 年次大会に関する件 

・第２２期 幹事及び監査役割当に関する件 

 

 

□総務委員会 
 

６月２８日 第１回 総務委員会（書面表決） 

・令和４年度 政経セミナー開催に関する件 
 

８月２９日 第２回 総務委員会（※オンライン会議システム併用） 

・政経セミナーに関する件 

 令和４年度 政経セミナーの実施について 

政経セミナー開催に伴う見直し事項について 

・会費未納者への対応に関する件 

・その他（日政連活動に伴う経費支出の見直しについて） 
 

１０月 ６日 第３回 総務委員会［財務委員会と合同］（※オンライン会議システム併用） 

・令和５年度 収支予算策定に伴う協議について［協議］ 

・令和５年度 入会金減免措置に関する件 

・年会費徴収に伴う地方本部助成金について［協議］ 

・会費未納者に対する対応について［協議］ 
 

２月 ７日 第４回 総務委員会［財務委員会と合同］（※オンライン会議システム併用） 

・日政連のあり方に関する件 

・令和５年度 活動方針及び収支予算に関する件（総務） 

・令和５年度 活動方針及び収支予算に関する件（財務） 

・令和５年度 収支予算に関する件（総本部） 

 

 

□財務委員会 
 

４月２６日 第１回 財務委員会（※オンライン会議） 

・令和３年度 活動報告に関する件 

・令和３年度 決算報告に関する件 
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１０月 ６日 第２回 財務委員会［総務委員会と合同］（※オンライン会議システム併用） 

・令和５年度 収支予算策定に伴う協議について［協議］ 

・令和５年度 入会金減免措置に関する件 

・年会費徴収に伴う地方本部助成金について［協議］ 

・会費未納者に対する対応について［協議］ 

 

１０月２４日 第３回 財務委員会（※オンライン会議システム併用） 

・令和４年度 上半期活動報告に関する件 

・令和４年度 上半期決算報告に関する件 

・令和５年度 予算策定における担当委員会振り分けに関する件 

 

２月 ７日 第４回 財務委員会［総務委員会と合同］（※オンライン会議システム併用） 

・日政連のあり方に関する件 

・令和５年度 活動方針及び収支予算に関する件（総務） 

・令和５年度 活動方針及び収支予算に関する件（財務） 

・令和５年度 収支予算に関する件（総本部） 

 

 

□政務対策委員会 

 

４月１８日 金融庁監督局と勉強会 

 

（金融庁監督局との勉強会に関する件は広報紙「日政連ニュ－ス第１２５号」 
 に掲載しております。） 

 

４月２７日 第１回 政務対策委員会（※オンライン会議システム併用） 

・令和５年度 政策及び税制改正要望（案）に関する件［協議］ 
 

５月１２日 第２回 政務対策委員会［全日：法務税制委員会と合同］ 

（※オンライン会議システム併用） 

・令和５年度 政策及び税制改正要望書（案）策定に関する件 
・令和６年度 政策及び税制改正新規要望について［協議］ 

 

１１月１４日 第３回 政務対策委員会（※オンライン会議システム併用） 

・令和６年度 政策及び税制改正要望（案）に関する件［協議］ 
・新規要望事項に関する件［協議］ 
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１月２５日 第４回 政務対策委員会（※オンライン会議システム併用） 

・第２０回 統一地方選挙への対応に関する件 
・勉強会実施に関する件 
・令和５年度 活動方針及び収支予算に関する件 

 
３月 ３日 勉強会 

テーマ「間もなくスタート！所有者不明土地関連法」 

～令和３年民法・不動産登記法改正等のポイント～ 

         講 師 法務省大臣官房参事官 大谷 太 氏 

 

（勉強会に関する件は、ホームページにて講演動画を配信。） 

 
 

□組織広報委員会 

 

７月 ６日 第１回 組織広報委員会（※オンライン会議システム併用） 

・「日政連ニュ－ス」第１２５号発行に関する件 

・日政連ホームページに関する件 

 

１２月２２日 第２回 組織広報委員会（※オンライン会議システム併用） 

・「日政連ニュ－ス」第１２6 号発行に関する件 

・地方本部との意見交換会実施に関する件 

・日政連ホームページリニューアルに関する件 

 

１月３０日 第３回 組織広報委員会 

・地方本部との意見交換会実施に関する件 

・令和５年度 活動方針及び収支予算に関する件 

・日政連ホームページリニューアルに関する件 

 

３月２０日 第４回 組織広報委員会（※オンライン会議システム併用） 

・日政連ニュース総集編発行に関する件 

・リーフレット発行に関する件 
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□正副会長・幹事長会議（三役会議） 

 

５月１３日 第１回 三役会議 

・令和３年度 活動報告に関する件 

・令和３年度 決算報告に関する件 

・年次大会の日当支給方針に関する件 

・会則等一部改正に関する件 

・第２６回 参議院議員通常選挙に関する件 

・会議スケジュールの策定に関する件 

・第１回及び第２回 幹事会議案策定に関する件 
 

６月１６日 第２回 三役会議 
・地方本部規程細則一部改正に関する件 
・役員候補者の選出規程一部改正に関する件 
・和歌山県本部の運営に関する件 

 
９月３０日 第３回 三役会議 

・第４回 幹事会議案策定に関する件 
・会議スケジュールの策定に関する件 
・令和５年度 入会金減免措置に関する件 

 
１０月１４日 第４回 三役会議 

・令和５年度 運営方針及び重点活動指針に関する件 
 

１１月１０日 第５回 三役会議 
       ・令和４年度 上半期活動報告に関する件 

・令和４年度 上半期決算報告に関する件 
・第５回 幹事会議案策定に関する件 
・会議スケジュールの策定に関する件 

 
１２月２１日 第６回 三役会議 

・日政連のあり方に関する件 
 

２月 ７日 第７回 三役会議 
       ・令和５年度 活動方針（案）及び収支予算（案）に関する件 

・会則一部変更に関する件 
・令和５年度 年次大会議案策定に関する件 
・第７回 幹事会議案策定に関する件 
・第２２期 幹事及び監査役割当に関する件 
・会議スケジュールの策定に関する件 
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□監査会 

 

５月１９日 期末監査会 

・令和３年度 業務執行状況について 

・令和３年度 財産状況について 
 

１１月１７日 上半期末監査会 

・令和４年度 上半期業務執行状況について 

・令和４年度 上半期財産状況について 

 

 

【総務委員会】 

 

◆ 全日本不動産政策推進議員連盟 総会の開催 
 

令和４年６月１０日、自由民主党本部において、自由民主党議員本人・代理併せ

て１２６名並びに日政連役職者５９名が出席し、総会が開催された。日政連として

令和５年度政策及び税制改正の要望を提出した。 
特に新しい生活スタイルに沿った二地域居住等の促進、ＳＤＧｓ１１を達成する

ため既存物件の価値見直し、個人業者の事業承継に伴う宅地建物取引業免許の承継

について政策実現を要望した。 
また、税制面においては、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例

措置」の延長と拡充、既存住宅リフォームにおける消費税の非課税措置、相続登記

並びに抵当権設定及び抹消における登録免許税の廃止などを要望した。 
 

（全日本不動産政策推進議員連盟総会に関する件は広報紙「日政連ニュ－ス第１２５

号」に掲載しております。） 
 

 ３．令和５年度土地・住宅税制等の要望活動について 

                                                  【政務対策委員会】 
 

◆ 所有者不明土地に関する提言 

 

平成２９年４月に設置された「所有者不明土地等に関する特別委員会」が取りま

とめた所有者不明土地の管理と利用に関し、『土地は利用するためにある』との提

言に対する意見徴収がなされた。 

空き家・所有者不明土地・未利用空地の問題に対処する官民連携体制の構築及び

行政内部での情報把握と管理を推進、宅建業者の情報提供に対する迅速な対応と手

２．全日本不動産政策推進議員連盟の活動について 
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続の簡素化について要望した。 

また、相続登記の義務化に伴い、登録免許税の軽減措置が拡充されたものの、か

つては任意だった相続登記が過料のある義務になったことへの懸念を表明。相続登

記に伴う登録免許税の廃止を要望した。 

 

自民党「所有者不明土地等に関する特別委員会」 

日 時：令和４年５月１９日 
場 所：自由民主党本部 
出席者：土井亨 委員長、井林辰憲 事務局長ほか出席 

           大西剛義 政務対策委員長 

 
（政府与党に対する陳情活動に関する件は広報紙「日政連ニュ－ス第１２５号」

に掲載しております。） 
 

◆ 土地住宅政策に関する政策提言 

 

 ＳＤＧｓ１１を達成するため既存住宅の価値を見直し、カーボンニュートラルな

不動産業界を目指すとともに、空き家等を住宅ストックとして転換し、不動産業界

のＤＸ推進による流通促進によりデジタル田園都市国家構想を実現させ、都市及び

地方で高度なインフラが一体的に整備された社会となるよう、二地域居住等を促進

する政策の実現、空き家、所有者不明土地や未利用空地の流通促進を求めていくこ

ととした。 

 併せて、既存の特例措置がなくなることで、流通市場を低迷させないよう、適用

期限を迎える特例措置の延長または拡充、既存住宅の流通促進に資する税制改正に

ついても強く要望するなど、土地・住宅政策について、全日法務税制委員会と連携

し「令和５年度政策及び税制改正要望」【資料１】を取りまとめ、関係省庁及び政

権与党に対し陳情・要望活動を行った。 

その結果、日政連が創設にあたって要望活動を先進的に展開してきた、低未利用

地の譲渡所得１００万円控除が３年間延長され、譲渡価額の上限が現行の５００万

円から８００万円に引き上げられた。また、空き家の発生を抑制するための特例措

置（3,000 万円控除）についても適用期間が４年間延長され、控除対象も拡充され

た。この他にも登録免許税、不動産取得税の軽減措置や事業用資産の買い換え特例

など、住宅・不動産関連税制の延長が認められた。 

令和６年度に向けた政策及び税制要望について、全日法務税制委員会と合同で検

討を行った。 

 

◆ 公明党の「政策要望懇談会」にて政策要望 
 

日 時：令和４年１０月２６日 
場 所：衆議院第一議員会館 
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出席者：北側一雄 副代表、石井啓一 幹事長、西田実仁 税制調査会長ほか出席 

           堀田健二 幹事長、大西剛義 政務対策委員長 
 
（政府与党に対する陳情活動に関する件は広報紙「日政連ニュ－ス第１２６号」

に掲載しております。） 
 

◆ 自民党の「予算・税制等に関する政策懇談会（国土・建設）」にて政策要望 
 

日 時：令和４年１１月１１日 
場 所：自由民主党本部 
出席者：津島淳 国土交通部会長、田野瀬太道 団体総局次長、細田健一 国土・

建設関係団体委員長ほか出席 

           堀田健二 幹事長、大西剛義 政務対策委員長 

 
（政府与党に対する陳情活動に関する件は広報紙「日政連ニュ－ス第１２６号」

に掲載しております。） 
 

◆ 自民党の「住宅土地・都市政策調査会」にて政策要望 
 

日 時：令和４年１１月１８日 
場 所：自由民主党本部 
出席者：松島みどり 調査会長ほか出席 

           大西剛義 政務対策委員長 

 
◆ 全日議連を通じて、令和５年度政策及び税制改正要望の陳情を行った。 
 
１．日 時：令和４年１１月２５日 
    陳情先：清水真人 国土交通大臣政務官 
  同行頂いた議員：野田聖子 議連会長、井上信治 議連事務局長 
  出席者：秋山始 会長、中村裕昌 副会長 
 
２．日 時：令和４年１１月２５日 
    陳情先：宮沢洋一 自由民主党税制調査会長 
  同行頂いた議員：野田聖子 議連会長、井上信治 議連事務局長 

佐藤信秋 議連事務局次長 
  出席者：秋山始 会長、中村裕昌 副会長 
 
３．日 時：令和４年１１月２５日 
    陳情先：萩生田光一 自由民主党政務調査会長 
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  同行頂いた議員：野田聖子 議連会長、井上信治 議連事務局長 
佐藤信秋 議連事務局次長 

  出席者：秋山始 会長、中村裕昌 副会長 
 
４．日 時：令和４年１１月２５日 
    陳情先：尾身朝子 総務副大臣 
  同行頂いた議員：野田聖子 議連会長、井上信治 議連事務局長 
  出席者：秋山始 会長、中村裕昌 副会長 
 
５．日 時：令和４年１１月２５日 
    陳情先：金子俊平 財務大臣政務官 
  同行頂いた議員：野田聖子 議連会長、井上信治 議連事務局長 
  出席者：秋山始 会長、中村裕昌 副会長 

 
（政府与党に対する陳情活動に関する件は広報紙「日政連ニュ－ス第１２６号」

に掲載しております。） 
 

 ４．第２６回参議院議員通常選挙について 

【政務対策委員会】 
 

◆ 第２６回参議院議員通常選挙は令和４年７月１０日投開票され、与党の自民、

公明両党は改選議席１２５議席のうち、７６議席を獲得。非改選議席を合わせる

と１４６議席となり、参議院定数議席の過半数１２３議席を２３議席上回った。

日政連の推薦議員は小選挙区・比例で計４８名が当選を果たした。 
 

（第２６回参議院議員通常選挙に関する件は広報紙「日政連ニュ－ス第１２５号」

に掲載しております。） 
 

 ５．議員・後援会セミナー等への対応について 

【総務委員会】 
 

◆ 日政連顧問議員等が主催する政治資金規正法第８条の２に基づく政経セミナー

・時局講演会等に適宜参加した。また政党等が主催するものについては、友好関

係団体としての対応を行った。【衆・参議員等 ７５名、派閥 ６】 

 

 6．組織活動の充実強化について 

【組織広報委員会】 

 
◆ 組織の充実強化を図るため、地方本部における会員の入会状況等を確認し、入
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会促進、日政連活動及びＰＲ等について、宮城県本部・茨城県本部・奈良県本部

・長崎県本部との意見交換会を実施した。 
 

 7．政経セミナ－開催について 

【総務委員会】 

 

◆ ３年ぶりに、会員各位の政治意識の高揚と問題意識を深める事を目的として、

国会議員や有識者を講師に招き、時事の諸問題及び政策、展望等について、宮城

県・神奈川県・福岡県においてセミナーを開催した。 

 

□宮城県大会 

 日 時：令和４年１１月７日 

 場 所：日立システムズホール仙台 

 講 師：作家 竹田 恒泰 様 

     「誇り高き日本の未来」 

 出席者：４２６名 

 

（政経セミナ－に関する件は広報紙「日政連ニュ－ス第１２６号」に掲載して

おります。） 

 

□神奈川県大会 

 日 時：令和４年１１月１２日 

 場 所：横浜ベイホテル東急 

 講 師：衆議院議員 菅 義偉（前内閣総理大臣） 様 

     「菅政権の１年と日本の政治のこれから—今、歩む道—」 

 出席者：３０５名 

 

（政経セミナ－に関する件は広報紙「日政連ニュ－ス第１２６号」に掲載して

おります。） 

 

□福岡県大会 

 日 時：令和 5 年２月１３日 

 場 所：北九州芸術劇場 

 講 師：衆議院議員 野田 聖子（全日議連会長） 様 

     「もはや昭和ではない」 

 出席者：３３２名 

 

（政経セミナ－に関する件は広報紙「日政連ニュ－ス第１２７号」に掲載いた

します。） 
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 8．日政連活動ＰＲ等について 

【組織広報委員会】 
 

◆ 日政連活動のＰＲについては、組織広報委員会の発行する広報紙「日政連ニュ

ース」を通じ、本会の活動や政策提言などを全会員に周知するとともに、会員か

らの要望等を国政及び関係行政機関に伝える媒体として、更に会員の政治意識の

高揚も促進できるよう紙面構成の充実に努めた。【資料２】 

  併せて、日政連のＰＲ及び会員増強のツ－ルとして、画像を多くするなど見て

分かりやすい情報発信を行うため、総本部・地方本部のホームページのリニュー

アル、スマートフォン対応を行った。 

 

日政連ニュ－ス各号の主な記事は、以下のとおりである。 
 

□ 日政連ニュース 【第１２５号】（令和４年７月１５日発行） 

    主な記事：第４５回年次大会  

２年ぶりに全日議連総会を自民党ホールで開催 

         金融庁監督局との勉強会 

         自民党 所有者不明土地等に関する特別委員会に出席 

第２６回参議院議員通常選挙 
 

□ 日政連ニュース 【第１２６号】（令和５年１月１５日発行） 

    主な記事：会長新年挨拶、令和５年度税制改正大綱決定、 

自民党に税制改正要望、公明党に税制改正要望、 

国土交通大臣政務官に税制・政策要望、 

自民党税制調査会長、政務調査会長に税制・政策要望、 

総務副大臣・財務大臣政務官に税制・政策要望、 

政経セミナー、地方本部の活動レポート 

 

◆ 組織の充実強化を図るため、日政連活動を広く周知し入会促進及びＰＲを

図るためリーフレットの改訂版を作成し、各地方本部に配布した。【資料３】 

 

◆ 日政連活動の年間活動記録を総集編（保存版）として発行し、各地方本部

より地方本部年次大会等に併せて所属会員等に配布を行い、日政連のＰＲ及

び会員の入会率アップに役立ててもらうことにした。【資料４】 

 

以上 
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１．収入の部

予算額 決算額 差額 実施率％

入会金 0 0 0 -

既存会員　会費 59,490,000 56,190,000 3,300,000 94  既存会費 2,000円×28,095名

新規会員　会費 4,132,000 4,214,000 △ 82,000 101  新規会費 2,000円×2,107名

雑　　　収　　　入 1,052,000 2,052,000 △ 1,000,000 195

受　 取 　利 　息 5,000 751 4,249 15

収入合計（Ａ） 64,679,000 62,456,751 2,222,249 96

前期繰越収支差額 202,372,883 202,372,883 0

合計（Ｂ） 267,051,883 264,829,634 2,222,249

２．支出の部

予算額 決算額 差額 実施率％

組織活動費 41,700,000 26,454,093 15,245,907 63

大会費 3,200,000 2,987,896 212,104 93  年次大会開催費用

交際費 500,000 142,138 357,862 28

 各種会議開催費用

政経懇談会費 5,000,000 6,000,000 △ 1,000,000 120

寄付金 5,000,000 2,150,000 2,850,000 43

特別事業費 4,000,000 2,228,742 1,771,258 55  全日議連関係費用

備品 ・ 消耗品費 600,000 170,346 429,654 28

事務所費 9,000,000 5,461,711 3,538,289 60  家賃、電話代、インターネット等

人件費 6,200,000 6,642,380 △ 442,380 107  給与、賞与、社会保険料等

選挙関係費 12,000,000 4,799,550 7,200,450 39

機関誌発行費 6,000,000 5,425,440 574,560 90

雑 費 200,000 56,855 143,145 28

523,460 523,460 0 100

予備費 2,000,000 0 2,000,000 0

支出合計（Ｃ） 78,223,460 49,533,835 28,689,625 63

当期収支差額 △ 13,544,460 12,922,916

次期繰越収支差額 188,828,423 215,295,799

 （Ａ）－（Ｃ）

 （Ｂ）－（Ｃ）

 政経セミナー

 政党及び政治家パーティー券

 備品・消耗品費用

 選挙対応費用

24,000,000 12,945,317 11,054,683 53  (幹事会・常任幹事会・委員会等)

 会費助成金等

 広報誌発行費、HP管理、広告費用

退職給付引当預金支出

 過年度会費 2,000円×1,026名

令和４年度　収支報告書

　　　　　　　　（単位：円）

科目 備考

 ※減免措置

自　令和４年４月　１日

至　令和５年３月３１日

 振込手数料等

科目 備考

 祝金、香典等、当選祝花

組織対策費
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報告事項（２）令和４年度 決算報告に関する件



　　　　　　　　（単位：円）

科　　　　目 金　　　　額 科　　　　目 金　　　　額

　１．資産の部 　２．負債の部

　（１）流動資産 　（１）流動負債

　　　現　　　  　　金 98,611 　　　前 受 金 15,200

　　　普  通  預  金 183,849,261 　（２）固定負債

　　  通  常  貯  金 1,363,127 　    退職給付引当金 10,612,080

　　　定  期  預  金 30,000,000 負　債　合　計 10,627,280

　（２） 固定資産 　３．正味財産の部

　    退職給付引当預金 10,612,080 　　　正　 味 　財 　産 215,295,799

資　産　合　計 225,923,079 負債・正味財産合計 225,923,079

　　　　　　　　（単位：円）

科　　　　目 金　　　　額

　１．資産の部

　（１）流動資産

　　　　現　　　　　　金 98,611

　　　　普  通  預  金 183,849,261 　みずほ銀行 

　　　　通　常　貯　金 1,363,127 　ゆうちょ銀行 

　　　　定　期　預　金 30,000,000 　みずほ銀行

　（２） 固定資産

　      退職給付引当預金 10,612,080 　みずほ銀行

　資　産　合　計 225,923,079

　２．負債の部

　（１）流動負債

    　　前  受   金 15,200 　令和5年度会費

　（２）固定負債

　　　 退職給付引当金 10,612,080

　負　債　合　計 10,627,280

　３．正味財産の部

　　　　正　味　財　産 215,295,799

備　　　　考

貸　　借　　対　　照　　表

令和5年3月31日現在

資　　　　産　　　　の　　　　部 負　債　の　部　及　び　正　味　財　産　の　部

財　　　産　　　目　　　録

令和5年3月31日現在

-16-



-17-

報告事項（３）令和４年度　監査報告に関する件



令和５年度 活動方針に関する件 

 

はじめに 

 

令和５年度の我が国経済は、コロナの感染収束に向けた動きを反映し、政府

の総合経済対策の効果にも支えられ、国内需要を中心に回復が見込まれます。

その一方で、ロシアのウクライナ侵攻による物価上昇や供給面での制約、金利

の上昇、海外経済の下振れ懸念等を十分注視する必要があり、日本社会におい

ては、少子高齢化に伴う人口減少、出生率の低下等による労働力不足、増え続

ける所有者不明土地・空き家問題、カーボンニュートラルへの対応等が大きな

課題となっています。 

 

このような課題に対し、当連盟は地方活性化に向けた大きな原動力として全

国の空き家等を住宅ストックとして転換するほか、政府が目指すカーボンニュ

ートラルへの対応として、高性能な設備を備えた新築住宅を普及させてゆくと

ともに、既存住宅の価値の見直しを行い、流通促進を図ることに注力して参り

ます。 

 

以上の観点を踏まえ、不動産流通の活性化と国民の豊かな住生活の実現に向

けた政策提言に取り組むとともに、全日本不動産政策推進議員連盟及び顧問議

員を通じて、アフターコロナにおける会員並びに国民にとって、有効的な諸施

策・税制改正が実現するよう、積極的に陳情・請願活動を実施して参ります。 

 

また、令和５年度は日政連のあり方について、活動を絞り込み、機能的且つ、

合理的な組織に改革するとの方針に基づき、今まで以上に効果的な活動に繋げ

るとともに発展的な取り組みとなるよう組織のスリム化・効率化を進めて参り

ます。 

 

会員各位に於かれましては、これらの活動について、なお一層のご理解を頂

き、ご協力賜りますようお願い申し上げます。 

 

 なお、詳細な活動につきましては、各委員会別に次の通り行って参ります。 
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報告事項（４）令和５年度 活動方針に関する件



日 政 連 活 動 に つ い て 

 

全日本不動産政治連盟 

会 長 秋 山  始 

 

【目的】 

 本会は不動産取引業者の政治意識を高揚し、不動産取引業制度の確立及び権益を擁

護し、政治経済の研究を行うと共に、国民生活の向上と健全なる議会政治体制の強化

を図ることを目的とする。  

 

【事業方針】 

 １．不動産取引業者の地位向上のための諸施策の推進に関する事業 

  ２．政治経済の研究に関する事業 

  ３．政治資金規正法に基づく積極的な政治活動 

  ４．その他、本会の目的を達成するために必要な事業 

 

 

令和５年度 重点活動指針 

 

１．運営方針に基づき更なる会員増強に努め、組織の充実強化を図る。 

 

２．会員に当連盟の活動をより理解してもらうため、リニューアルした

ホームページの活用とメールによる情報発信を行うとともに、積極的

な活動参加が得られるよう努める。 

 

３．全日本不動産政策推進議員連盟を通じ、不動産業者の権益擁護と消

費者の利益に資する要望活動を行う。 

 

４．国政選挙において、当連盟顧問議員（全日議連会員）並びに与党議

員への支援活動を積極的に行うとともに、総本部と地方本部の連携を

図り顧問議員との緊密な関係が構築できるよう努める。 

 

５．政治・経済に関する調査研究活動を行う。 
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令 和 ５ 年 度 活 動 方 針 

自 令和５年４月 １日 

至 令和６年３月３１日 

 

【総務委員会】 

 

（１）本会の運営全般を担当し、各種会議等の活動に積極的に協力するとともに

本会の目的達成に努める。 

（２）必要に応じ全日及び他団体と連携し、渉外事項へ積極的に参加する。 

（３）全日議連の連絡調整を行う。 

（４）総本部会則及び地方本部規約等の改正を行う。 

（５）政党・議員後援会セミナ－等への参加し、緊密な関係構築に努める。 

（６）会員管理システムの維持・管理を行う。 

 

【財務委員会】 

 

（１）政治資金規正法を遵守するとともに、財務体質の確立強化と健全な運営を図る。 

（２）運営見直しの継続を踏まえ、総本部・地方本部における財務面について、引き続

き検証を行い、次年度以降の効果的な財務体制の確立を目指す。 

（３）地方本部の経理事務に対する適切な指導を行うとともに、他の委員会と連携を図

り、会費納入促進に努める。 

 

【政務対策委員会】 

 

○政務対策 

 

（１）土地・住宅政策に関する要望事項等を全日法務税制委員会と協力して策定し、

その実現に向け全日議連を通じて国会･政党･官公庁に対し陳情活動等を展開す

る。 

（２）全日法務税制委員会との合同会議を開催し、必要に応じて正副委員長会議を

行うほか、学識経験者を交えての勉強会等を開催する。 

（３）政党及び官公庁等におけるヒアリング、また勉強会等に参加し、業界発展に

資する施策について検討・要望を行う。 

（４）不動産業の成長・発展・活性化等に資するための法律及び条例改正等に関し、

全日議連を通して、国会・政府等に対し陳情活動を行うとともに地方本部との

連携を図り、業界のために寄与する要望活動を展開する。 

（５）時事の諸問題に対して調査研究を行い、会員の権益擁護のために必要に応じ

て意見交換を行うとともに、全日議連を通して、陳情活動を展開する。 
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○選挙対策 

 

（１）国政選挙が実施された場合は、全日議連と連携し、日政連の活動に特に理解

ある候補者（顧問議員及び全日議連会員並びに与党議員）に対しては、地方本

部からの申請に基づく推薦状・為書きの発行並びに積極的な支援活動を行う。 

（２）委員会を必要に応じて開催し、選挙及び支援対策の充実を図る。 

（３）ネット選挙解禁等、選挙関連の規制・法律が多岐に渡っている事を鑑み、日

政連として、公職選挙法違反を防止する観点から、各委員会とも連携を図り、

適宜、勉強会を開催する。 

 

【組織広報委員会】 

 

○組織関係 

 

（１）運営方針に基づき更なる会員増強に努め、組織の充実強化を図る。 

（２）地方本部を通じて日政連活動をより理解してもらい新規入会者の獲得を目指す。 

（３）日政連の活動内容を記載したリーフレットの改訂版の発行を行う。 

（４）必要に応じて、他の委員会と連携し、円滑な組織運営に努める。 

 

○広報関係 

 

（１）広報誌「日政連ニュース」を発行し、下記活動方針に基づき日政連活動の会

員宛の周知、報告を行う。 

①日政連の活動報告及び実績を会員に積極的に周知する。 

②業界に係わる法律改正事項等の掲載を行い会員に周知する。 

③会員に日政連活動の理解を深めて頂くため、総集編を発行する。 

④地方本部レポートを適宜掲載し、各地方本部活動の紹介を行う。 

⑤各種選挙に関する報告を行う。 

（２）リニューアルした総本部・地方本部のホームページ等を活用し、日政連の活

動状況について周知を図るとともにメールによる情報発信を行う。 

（３）業界紙等に日政連 PR 広告を掲載し、組織の宣伝を行う。 

 

以上 
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　１．収入の部 　　　　　　　　（単位：円）

令和５年度 令和４年度

予算額 予算額

　入　　　会　　　金 0 0 0

　既存会員　会費 61,614,000 59,490,000 2,124,000

　新規会員　会費 4,168,000 4,132,000 36,000

　雑　　　収　　　入 1,146,000 1,052,000 94,000

　受　　取　　利 　息 800 5,000 △ 4,200

　収　入　合　計　(A) 66,928,800 64,679,000 2,249,800

　前期繰越収支差額 215,295,799 202,372,883 12,922,916

　合　　　　　　計　(B) 282,224,599 267,051,883 15,172,716

　２．支出の部

令和５年度 令和４年度

予算額 予算額

　組　織　活　動　 費 36,732,900 41,700,000 △ 4,967,100

      (内訳)  大　 会　 費 3,120,000 3,200,000 △ 80,000 　年次大会開催費用

      (内訳)  交   際   費 150,000 500,000 △ 350,000 　祝金、香典等

  会費助成金、地方本部助成金等

      (内訳)　政経懇談会費 0 5,000,000 △ 5,000,000

      (内訳)　寄　 付 　金 5,000,000 5,000,000 0 　政党及び政治家パーティー券

      (内訳)　特別事業費 4,000,000 4,000,000 0 　全日議連関連費用

　備 品 ・ 消耗品費 400,000 600,000 △ 200,000 　備品消耗品費用

　事　　務　　所 　費 4,000,000 9,000,000 △ 5,000,000 　家賃、電話代、インターネット等

　人　　 　件　　 　費 6,600,000 6,200,000 400,000   給与、社会保険料等

　選　挙　関　係　費 11,000,000 12,000,000 △ 1,000,000   選挙対応費用

　機 関 誌 発 行 費 4,646,000 6,000,000 △ 1,354,000 　広報誌発行、ＨＰ管理、広告費用

　雑　　　　　　　　 費 100,000 200,000 △ 100,000 　振込手数料等

　退職給付引当預金支出 919,920 523,460 396,460 　退職給付積立

　予　 　　備　 　　費 2,000,000 2,000,000 0

　支　出　合　計　(C) 66,398,820 78,223,460 △ 11,824,640

　当 期 収 支 差 額 529,980 △ 13,544,460 14,074,440 　（Ａ）－（Ｃ）

　次期繰越収支差額 215,825,779 188,828,423 26,997,356 　（Ｂ）－（Ｃ）

      (内訳)  組織対策費 24,462,900 24,000,000 462,900
　各種会議開催費 （幹事会、委員会等）

　※１年間限定の減免措置

　既存会費　2,000円×30,807名

　新規会費　2,000円×2,084名

　過年度会費　 2,000円×573名

科　　　　　目 増　　減 備　　　　　　　考

令和５年度 収支予算書
自　令和５年４月  １日

至　令和６年３月３１日

科　　　　　目 増　　減 備　　　　　　　考

-22-

報告事項（５）令和５年度 収支予算に関する件



決議事項 

第１号議案 役員選任に関する件 

 
幹事及び監査役の全員が任期満了となりますので、幹事４１名、監査役３名の選任をお

願いいたします。 
幹事及び監査役の候補者は、役員候補者の選出規程の規定に基づき、地区懇談会から推

薦された適任者につき、別紙（※１）記載のとおりご提案申し上げますので、役員選任の

ご承認を賜りますようお願い申し上げます。 
なお、幹事４１名のうち４名の候補者は、同条第２号ただし書による会長推薦（※２）

といたします。 
 

※１ 別紙については、大会当日に議場にて配付するほか、６月２２日（木）以降、代

議員より届出を受けたメールアドレス宛に配信いたします。委任状を提出する代議員

の方は必ず事前にご確認いただきますようお願いいたします。 

 

※２ 会長推薦による幹事候補者は、本大会の当日、 大会を一時中断して行われる幹事

会において会長が選任された後、 あらためて大会の議場において会長より提案され

る予定です。 

 

◎会則（抜粋） 

 
（選任） 
第１９条 幹事及び監査役は、大会において選任する。 

２ 監査役のうち、１名は正会員以外の者から選任することができる。 
３ ～省略～ 
４ ～省略～ 
５ 幹事及び監査役の候補者の選出方法等については別に定める。 

 

◎役員候補者の選出規程（抜粋） 

 

第１条 全日本不動産政治連盟（以下、「本会」という。）会則第１９条第５項に定める

役員の選出方法は次のとおりとする。 
⑴ 幹事は、地方本部大会において正会員のうちから候補者を選出する。 
⑵ 幹事の候補者は、正会員数（会費未納会員を除く。以下同じ。）を幹事定数で除し

た正会員数につき１名を基準とし、各地区懇談会の正会員数を考慮して割当てを行

う。ただし、会長は、会務の運営を円滑に遂行するため必要があると認めるときは、

幹事会の決議を経て、幹事の候補者として４名以内を推薦することができる。 
⑶ ～省略～ 
⑷ ～省略～ 
⑸ 監査役は、幹事会で推薦し、大会で選任する。 
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決議事項　第１号議案 役員選任に関する件
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参 考 資 料 編 
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令和４年１０月２６日 

令和５年度 政策及び税制改正に関する要望書 

 

公益社団法人 全日本不動産協会 

全日本不動産政治連盟  

 

新型コロナウイルスの感染拡大により低迷していた世界経済が回復の兆しを

見せた矢先、ロシアによるウクライナ侵攻が始まり長期化の様相が強まってき

たことから、またも世界経済の見通しは不透明感を増した。我が国でも侵攻長

期化や急激な円安による経済への悪影響が懸念されるほか、不動産業界におい

ては建築資材の不足や高騰、人材不足の問題が解消されていない状況にある。 

このような不安定な情勢下の中、不動産業界としてＳＤＧｓ１１を達成する

ため、高性能な設備を備えた新築住宅を普及していくだけでなく、既存住宅の

価値を見直し、旧来型のスクラップ＆ビルド方式から脱却しカーボンニュート

ラルな不動産業界を目指していく必要がある。 

また、不動産業界を取り巻く所有者不明土地や未利用空地等の問題がこれか

らの社会の足かせとならないように、全国で眠っている空き家等を住宅ストッ

クとして転換し、不動産業界のＤＸ推進による流通促進により、令和４年度の

指針で示されたデジタル田園都市国家構想を実現させることで、都市及び地方

で高度なインフラが一体的に整備された社会となり、都市部一極集中の現状を

脱却する地方活性化に向けた大きな原動力とする必要がある。 

以上の観点から空き家、所有者不明土地や未利用空地の流通促進を図る政策

要望事項を５項目、不動産流通促進による地方活性化を図る税制改正要望事項

を６項目とし、令和５年度 土地住宅政策及び税制改正を要望する。 
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【空き家、所有者不明土地や未利用空地の流通促進を図る政策要望】 

 

１．二地域居住等を促進する政策の実現 

全国二地域居住等促進協議会と連携した積極的な情報発信と、売買また

は賃貸で得る二拠点目住居に対する控除や補助等の制度創設を要望する。 

 

２．ＳＤＧｓ１１を達成し、ストック型社会を実現するため既存物件の価値

の見直し 

既存住宅は良質な維持管理やリフォームによる価値の回復・向上等を反

映した担保評価、事業用物件は収益還元等を配慮した担保評価の導入を金

融機関に対し要望する。 

 

３. 空き家・所有者不明土地・未利用空地対策の制度利活用を促進 

空き家等問題対策に係る行政・組織への各種手続きの合理化と消費者向

け窓口の創設を要望する。 

 

４．農地を含んだ不動産の流通を円滑にするための農地法の見直し 

農地(特に市街化区域内)の許可に関する農地法の見直しを要望する。 

 

５．宅地建物取引業免許の承継 

個人事業主の宅地建物取引業免許の承継制度を要望する。 
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【不動産流通促進による地方活性化を図る税制改正要望】 

 

１．住宅・土地に係る適用期限を迎える各種税制特例措置の延長と拡充 

既存の税制特例措置に代わる措置がない限り、「空き家の発生を抑制するた

めの特例措置」等の既存措置の延長と拡充を要望する。 

 

２．既存住宅リフォームにおける消費税の非課税措置 

居住用建物のリフォーム費用に係る消費税の非課税化を要望する。 

 

３．消費者の負担となる登録免許税の廃止    

相続登記時の登録免許税、並びに抵当権設定及び抹消時における登録免許税

の廃止を要望する。 

 

４．二地域居住等を推進する新規住宅ローンの創設並びにローン控除適用及び各

種特例措置創設 

金融機関に対する二戸目住宅用低金利ローン創設の働きかけと二戸目住宅取

得時の住宅ローン減税制度の適用を要望する。 

 

５．住宅ローン控除要件緩和及び恒久化 

床面積要件の緩和（３５㎡以上）、並びに令和５年末までに建築確認済みと

なった新築物件に限らず、既存物件も対象に加えた上で恒久化することを要

望する。 

 

６．印紙税の見直しによる新たな税の適用 

印紙税の代わりとなる全体の税を考慮した低額なまたは低廉な税の検討

を要望する。 
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説明資料 

【空き家、所有者不明土地や未利用空地の流通促進を図る政策要望】 

 

 

○要望主旨 

二地域居住は生活の豊かな暮らし方の一つとして普及促進されるべきであるため、

全国二地域居住等促進協議会と連携し、二地域居住等の推進に係る様々な施策や事例

等の情報交換・共有や情報発信を行うとともに、普及促進のための課題整理や対応策

の検討を活発に行っていただきたい。 

また、二地域居住等により地方の空き家等が利活用されれば、地方経済活性化にも

大きく期待できることから、売買または賃貸で得る二拠点目住居に対する控除や補助

等を協議会等で議論したうえで、流通促進のための特例措置等の制度創設を要望する。 

 

 

 

 

○要望主旨 

 ストック型社会を実現するためには既存住宅を流通させる必要がある中で、消費者

が金融機関に融資を申請しても売買価格と金融機関の担保評価額に隔たりがあり、融

資が得られない場合があるため、ストック型社会形成に向けた足かせとなっている。 

金融機関は財務省の減価償却表に基づき担保評価を行う傾向にあり、既存住宅は

「中古戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針」を踏まえた価格査定マニュア

ルのように維持・管理やリフォームを行った場合の価値の回復・向上を反映する等の

評価が、事業用物件は収益還元法や原価法から算出された評価額が考慮されていない

ことが要因である。 

金融機関の融資判断は流通市場に大きな影響を与えていることから、既存住宅は中

古戸建て住宅に係る建物評価の改善に向けた指針を反映した担保評価、事業用物件は

収益還元等を配慮した担保評価の導入を金融機関に対し促すことで適正な評価額を普

及させ、今後はカーボンニュートラルの実現を踏まえ、社会全体で既存物件の価値を

見直すための政策を要望する。 

  

１.二地域居住等を促進する政策の実現 

２．ＳＤＧｓ１１を達成し、ストック型社会を実現するため既存物件の価値の見直し 
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○要望主旨 

宅建業者が空き家・所有者不明土地・未利用空地問題に取り組んでいる地方自治体

や組織団体へ手続きする際にワンストップで済む体制を整え、必要な情報を円滑に取

得できる体制の構築を要望する。 

また、一般消費者が各種制度を理解し利用できるよう幅広い周知活動を行うととも

に、当該問題となる物件を抱える消費者等に向けた説明相談窓口やポータルサイト等

の創設を要望する。 

 

 

 

○要望主旨 

将来の不動産取引の問題となる所有者不明等を未然に防ぐため、農地法における農

地の権利移動に関する許可の見直しを要望する。 

一例として、農地所有者（委託者）が健康なうちに将来を見据え、市街化区域内に

所有する農地の管理・運用・処分等を農業従事者でない家族（受託者）に任せるため

信託することを希望した場合において、農地法における農業委員会の許可が得られな

い。農地が信託されれば、不測の事態となったとしても受託者となる家族がその権限

と責任において、農地の管理・運用・処分等が行える。農地の信託財産化が可能とな

れば、農地を荒廃させずに次世代へ承継でき、託された家族が農地を第三者に売却や

賃貸または転用利用ができるため農地法の見直しを要望する。 

 

 

 

○要望主旨 

宅建業を営む個人業者は非常に高齢化が進んでいる。個人業者の大多数は、法人へ

の免許切替や事業承継について考えたことがあるが、個人業者が事業承継するために

は法人免許に切替が必要となっている。その際には個人免許番号を承継できるように

してもらいたいと望んでいる。消費者にとっても、地域に根ざし、個人業者ならでは

のきめ細やかなサービスを提供し、また、住宅確保が困難な方、入居に関し配慮が必

要となる方に対するセーフティーネット住宅の斡旋を行うなど、地域にとって大きな

役割を果たしている優良な個人業者が廃業することを望んでいない。 

免許が承継できるよう事前審査等のルールを定めた上で、個人事業主の宅地建物取

引業免許の承継制度を要望する。 

５．宅地建物取引業免許の承継 

３．空き家・所有者不明土地・未利用空地対策の制度利活用を促進 

４．農地を含んだ不動産の流通を円滑にするための農地法の見直し 
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説明資料 

【不動産流通促進による地方活性化を図る税制改正要望】 

 

 

○要望主旨 

「空き家の発生を抑制するための特例措置（所得税・個人住民税）」は、相続により発

生する使用しない空き家の流通を促す効果があり、空き家の発生を抑制することに繋が

るため、必ず延長されることを要望する。また、より特例措置が活用され効果が発揮さ

れるよう、譲渡後に耐震改修工事または除却する場合も対象となるよう要望する。 

当協会が要望し、実現した「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措

置（所得税・個人住民税）」は低額な不動産取引における課題を払拭する売却インセンテ

ィブを与えることで低未利用地の流通を促進させた。当該特例措置の延長を要望すると

ともに、より充実した特例措置とするため、譲渡価格要件である上限を５００万から 

８００万に引き上げるよう要望する。 

また、その他住宅優遇措置の適用期限を迎える以下項目については、延長または拡充

を要望する。 

 

・長期保有土地等に係る事業用資産の買換特例（法人税・所得税） 

・土地の所有権移転登記等に係る登録免許税の特例措置（登録免許税） 

・優良住宅地造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率（所得税、

法人税、個人住民税等） 

・土地等の譲渡益に対する追加課税制度の停止（所得税、法人税、個人住民税、法人住民税） 

・J リート及び SPC が取得する不動産に係る特例措置（登録免許税・不動産取得税） 

・不動産特定共同事業において取得される不動産に係る特例措置（登録免許税・不動産取得税） 

・地域福利増進事業に係る特例措置（固定資産税・都市計画税） 

・買取再販で扱われる住宅の取得等に係る特例措置（不動産取得税） 

・災害ハザードエリアからの移転促進のための特例措置（登録免許税・不動産取得税） 

・都市再生緊急整備地域等に係る課税の特例措置（所得税・法人税､登録免許税､不動産

取得税、固定資産税・都市計画税） 

・市街地再開発事業における特定の事業用資産の買換え等の特例措置（所得税・法人税） 

・サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制（固定資産税・不動産取得税） 

・既存建築物の耐震改修投資促進のための特例措置（固定資産税） 

・防災街区整備事業に係る特例措置（固定資産税） 

・熊本地震・平成 30 年７月豪雨に係る特例措置（固定資産税） 

 

１.住宅・土地に係る適用期限を迎える各種税制特例措置の延長と拡充 
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○要望主旨 

築年数が古いほどリフォーム費用が嵩むことから、築浅のリフォーム費用が掛から

ない既存住宅しか流通していないのが現状であるため、他の先進国と同様に居住用建

物のリフォーム費用に係る消費税の非課税化を要望する。 

 

 

 

 

○要望主旨 

 所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しによる民法等一部改正法によ

り「相続登記等の義務化」が施行される際には、もともと任意であった相続登記を強

制するため、消費者の理解を得られるよう登録免許税の廃止を要望する。 

また、抵当権の性質は債務者又は第三者が占有を移転させず、債務の担保に供した

目的物について、自己の債権の弁済を受ける権利であり、抵当権設定・抹消の必要性

は抵当権者にあることから、抵当権設定時及び抹消時による登録免許税は権利を取得

する抵当権者が負担するか、債務者である買主（買取再販業者等を除く）の負担とな

らないよう廃止を要望する。 

 

 

 

 

 

○要望主旨 

二地域居住等には自然災害や防災対策、コロナ感染拡大防止のための在宅勤務の普

及、子育て世代のＩターンやＵターンの促進といったメリットがある。二地域居住等

推進の為には、低金利住宅ローンの創設、住宅ローン控除の合併や金利の高い二戸目

住宅のローン控除といった物件を購入しやすい環境の構築が必要である。 

安心Ｒ住宅に適合した住宅やインスペクションを実施した住宅に対しての住宅取得

に係る不動産取得税や登録免許税にかかる積極的な特例措置とあわせて創設を要望す

る。 

  

４．二地域居住等を推進する新規住宅ローンの創設並びにローン控除の適用及び各

種特例措置創設 

３. 消費者の負担となる登録免許税の廃止 

２．既存住宅リフォームにおける消費税の非課税措置 
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○要望主旨 

一人暮らしや老後の二人暮らしといったこれまでとは異なる生活スタイルに即した要

件とするため、住宅ローン減税、登録免許税・不動産取得税の特例、住宅取得資金等贈

与制度等の適用要件である床面積の更なる緩和（３５㎡以上とする）を要望する。 

また、令和５年末までに建築確認済みとなった新築に限って適用されている住宅ロー

ン減税の床面積要件の緩和（４０㎡以上）については、既存住宅流通促進の弊害となっ

ているため、既存住宅にも適用するとともに、恒久化を要望する。 

 

 

 

 

○要望主旨 

現代社会に即していない税制度となっている印紙税に関し、課税の公平や不動産取

引に係る全体の税を考慮した印紙税に変わる低額な税額または低廉な税率を含めた印

紙税のあり方について見直しの検討を要望する。 

６.印紙税の見直しによる新たな税の適用 

５. 住宅ローン控除要件緩和及び恒久化 
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